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注 記 

 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

⑴ 資産の評価基準及び評価方法 

  ・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。 

⑵ 固定資産の減価償却の方法 

   ・有形固定資産の減価償却は定額法による。 

⑶ 引当金の計上方法 

   イ 賞与引当金 

 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上して

いる。 

   ロ 法定福利費引当金 

 職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属

する額を計上している。 

   ハ 貸倒引当金 

 債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。 

ニ 退職給付引当金 

 飯能市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計

との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上

していない。 

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

   ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。 
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２ 予定貸借対照表等に関する注記 

⑴ 企業債の償還に係る他会計の負担 

・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、 

他会計が負担すると見込まれる額は２６９，４４３千円である。 


